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上田長野地域水道事業広域化基本計画の合意について（案） 

 

 上田長野地域水道事業広域化協議会（以下「協議会」という。）を構成

する長野県、長野市、上田市、千曲市及び坂城町（以下「構成団体」とい

う。）は、上田長野地域水道事業広域化基本計画（以下「基本計画」とい

う。）について、次のとおり合意する。 

 

（基本計画の趣旨） 

第１ 基本計画は、上田長野地域において水道事業の統合を行う場合の

業務運営、組織体制、財政運営等に関する基本方針等をまとめたもので、

協議会において、今後、更なる協議検討を進める上で指針とするものと

する。 

 

（基本計画） 

第２ 基本計画は、別添のとおりとする。 

 

（基本計画合意後の協議検討） 

第３ 協議会は、基本計画合意後、業務運営、組織体制、財政運営等に関

する具体的な事業内容等を定める事業計画（案）の作成に取り組むとと

もに、引き続き、企業団のあり方、地域全体にとっての最適な施設整備

計画及び構成団体ごとの財源負担の重要協議事項について、優先的に

協議検討する。 

２ 協議会は、重要協議事項及び事業計画（案）の検討内容を構成団体の

住民や議会に示し、意見聴取等に取り組みながら協議検討を進めるも

のとする。 
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（協議検討に当たっての構成団体の意見） 

第４ 協議会は、第３の協議検討について、次に掲げる意見等を尊重する

ものとする。 

(1) 令和７年６月 13日 上田市上下水道審議会答申 

「上田市水道事業の今後のあり方について」      (別添１) 

(2) 令和７年９月 30日 令和７年９月長野市議会定例会 

「令和７年９月定例会 水道事業広域化調査研究特別委員会委員長報告」 

(別添２) 

 

 令和７年 11月４日 

 

上田長野地域水道事業広域化協議会  

 


